
国有企業の労働制度改革

雇用制度改革を中心に

川 井 伸 一

1労 働制度改革の由来と展開過程

1)旧 来の労働管理制度

1970年 代までの旧来の中国労働管理制度 は社会主義的計画経済へ移行

した1950年 代中期にその起源を もち,国 家の集権的計画管理制度の一環

として形成 された。その労働管理制度の基本的性格は国家計画による 「統

一一請負い,統 一配分」(「統包統配」)であったとされる。この 「統一請負い,

統一配分」制度の特徴について,現 在,労 働部当局者は以下の五っの点を

指摘 している(「四鉄一大」)(D。すなわち,第 一に労働者職員の就業は国家

が請負 うこと(「統包」)で,都 市住民(農 民は対象外)の 都市部企業への

就業はすべて政府労働人事当局が直接管理 しており,企 業 ・事業単位が就

業を紹介斡旋 したり,ま たは自分自身で職を探 したりする道は閉ざされて

いた。

第二に,労 働者職員の企業 ・機関単位への配置は行政当局が調整配分す

ること(「統配」)。行政的配分のために,労 働力の需給が正 しく弾力的に把

握されず,価 値法則が作用する余地はなかった。また労働者職員本人の職

業選択 も不可能であった。

従って第三に,企 業は雇用自主権をもたず,国 家の労働者職員採用計画

を執行するだけの存在であった。企業側は従業員職員の選択権をもたず,
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国家か ら割当て配分された人員を受け入れるほかなかった。以上の結果と

して,労 働者職員は国家に雇われた国家従業員であって,企 業に雇われた

企業従業員ではなかった。

第四に,従 業員の賃金 ・福利厚生 ・保険はすべて国家が負担 し,企 業単

位ごとに実施する形がとられた。福利厚生 ・保険の費用は形式的には企業

単位別に留保されるが,赤 字企業は国家財政か らの補助を受けられるので

最終的には国家の負担であった。ここでは従業員各人が福利厚生 ・保険の

費用を負担することもな く,退 職以後 も生涯にわたって福利厚生 ・保険の

利益を享受できた。

第五に,企 業 ・機関単位間の労働力移動はほぼ不可能であり,企 業は従

業員を解雇する権限 もなか った。従 って,従 業員は一度企業に配分された

なら,原 則として一生涯その単位に所属する固定制従業員であり,し か も

前述のように,一 生涯国家の保護を受けることができた。 このように,就

業時点か ら死亡するまで国家による文字どおりの終身雇用制(「 終身請負

い制」「鉄飯碗」)が実施された。 しかも,退 職 した固定制従業員の子弟は

当該企業への就職に優先権を与えられた(「子女頂替」)。

こうした特徴をもっ旧来の労働管理制度は,労 働力過剰の社会において

すべての就業可能な都市民に職を与えることで社会の安定をはか り,事 実

上の終身雇用の請負により従業員の生活安定を長期的に保証するという点

で大 きなメリットがあった。

しかし,他 方でこの労働管理制度はいろいろな欠点を内包 していた。す

なわち,労 働力の社会的流動を阻害 し,従 業員の職業選択,転 職希望を抑

圧すること,行 政的分配のために労働力の合理的配置が困難なこと,従 業

員を過剰に企業に抱え込むこと,従 業員の国家への依頼心を助長 し労働積

極性の発揮に不利なこと,企 業に労働雇用 ・解雇の権限がないことなどで

あり,そ れらは総 じて労働力の効率的合理的編成にマイナスであった。 し

か も,こ の労働管理制度は都市部戸籍の住民にたいしてのみ適用され,農
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村戸籍の住民を除外 していたこと,都 市部の国営企業の固定制従業員を最

も優遇 していたこと,固 定制従業員のなかで も労働者(工 人)と 管理職(幹

部)に 対する管理が完全に峻別 され,管 理職が労働者より優遇されていた

ことなどにおいて,社 会階層に対する二重三重の政策的差別を前提 として

いたことに留意 しなければならない。

2)労 働制度改革の展開

1980年 代以降の国有企業の労働制度改革の展開は政策的には二っの段

階に分けられる(2)。第一の段階は労働契約制度を実施 しはじめたことを内

容 とする。旧来,国 有企業の常用性職務における労働者は終身雇用が保証

される固定制労働者としてのみ採用されたが,そ れに加え雇用期間が限定

付 きの契約制労働者を新たに採用することになった。 この労働契約制の採

用は国家の労働賃金計画の枠内で新規採用される常勤労働者に限定され,

すでに在職 している固定制労働者は対象外とされた。

1980年8月,中 共中央は全国労働就業工作会議を開催 し,国 有企業単位

の旧来の労働者終身雇用制(「鉄飯碗」)を転換 し,労 働雇用制度を全面的

に改革することを決議 した。 この改革方針のなかに労働契約制への移行が

すでに提起されていた。この決定に基づき,1980年 にごく一部の企業で労

働契約制のテス ト試行が開始された。1982年8月 に国務院労働人事部はま

ず国営建築企業で労働契約制を試行することを具体的に指示 し,翌83年

1月,労 働契約制の試行を積極的に進める通知を出 している。こうして83

年末までに労働契約制 は全国の29-一 級行政区におけるテス ト企業で試行

された。この試行経験を踏 まえて,国 務院は1986年7月,労 働契約制をす

べての国有企業で実施することの暫定規定および関連する三っの暫定規定

(「国営企業労働者採用暫定規定」,「国営企業規律違反従業員解雇暫定規

定」,「国営企業従業員失業保険暫定規定」)を公布 し,こ うして労働契約制

は全国国有企業の新規採用の労働者に対 して普遍的に実施 されるに至 っ
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た。 しかし,労 働者の圧倒的大多数を占める固定制労働者は旧来の労働管

理制度のもとに置かれていた。

第二の段階は,新 規労働者に対する労働契約制をひきっづ き推進整備す

るとともに,従 来手っかずであった固定制労働者の労働制度を改革 し,そ

れを活性化,合 理化 して,契 約制労働者への転化を図 ることを主な内容 と

する。固定制労働者の活性化の問題 はすでに1982年 か ら検討されていた

が,1984年11月 の労働人事部の全国労働契約制試行経験交流会議で固定

制労働者の活性化が政策課題 として明確に提起 されたといわれる。 この会

議の後,一 部の企業では末端の班 ・グループ単位 ごとに労働者に対する考

査 ・再配置や集団請負の方法を通 して固定制労働者の活性化の試みが行わ

れた。1987年9月,青 島で開催された固定制労働者活性化テストに関する

全国工作会議は,従 来の試行経験を総括検討 したうえで,固 定制労働者の

活性化の改革を全国範囲のテス ト企業で全面的に試行することを採択 し

た。 この会議以後,固 定制労働者の改革がひろく実施されるに至った。

固定制労働者の活性化の改革には三つの方式が採用された(3)。すなわち,

(1)労 働力配置の合理化(「優化労働組合」),(2)総 合セット改革,(3)

労働力配置合理化を前提とした全員労働契約制である。(1)の 方式 は後に

詳 しく検討する。(2)の 方式は労働者の雇用制度改革だけでなく,人 事

(職員幹部),賃 金制度,保 険制度などの関連 した改革をまとめて同時に実

施する方式である。(3)の 全員労働契約制とは単に労働者だけでな く職

員 ・幹部も含めて企業従業員全体が労働契約制を実施 し,固 定制労働者の

制度を廃止するもので,国 有企業の労働雇用制度改革の到達目標として位

置づけられている。

1990年,労 働部雇用制度改革小組は,「 国家のマクロ調節 ・企業の雇用

自主権 ・多種の雇用形式の並存 ・全員労働契約制」の確立を企業労働制度

改革の目標として規定 し,こ の方針は1991年3月 の第7期 全国人民代表

大会第4回 会議で 「国民経済社会発展10年 計画および第8次5力 年計画
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要綱」に組み込 まれ,国 家の公式の中長期的方針とされた。

以上,1980年 以降の企業労働制度改革の沿革を整理 した。本稿は上述の

労働制度改革のなかで第一段階から実施された労働契約制,第 二段階から

実施 された労働力配置合理化(「 優化労働組合」)お よび全員労働契約制の

それぞれの実施状況 と問題状況を検討することを課題 としたい。

2労 働契約制と 「双軌制」問題

1)労 働契約制の内容規定

1986年7月 に国務院が公布 した 「国営企業契約労働制実施に関する暫定

規定」の主な内容は次の通りである(4)。

① 目的:国 営企業の労働制度を改革 し企業の活力を高め,労 働者の意欲

と創意性を発揮させ,労 働者の合法的な権益を保護 し,社 会主義現代化

を促進する。

② 募集採用:国 家の労働賃金計画の枠内で企業が常勤労働者を新たに採

用する場合,公 開募集 ・自由応募 ・試験考査 ・選抜採用の原則で実施す

る。採用 された契約労働者の試用期間は3-6カ 月とする。

③ 契約の締結 と内容:企 業 と採用労働者は対等 ・自由意志 ・協議一致の

原則に基づき,双 方の責任,権 利,義 務を明記 した労働契約を締結する。

契約内容は,生 産ノルマ指標,試 用期間及び契約期間,生 産 ・職務条件,

賃金 ・保険福利待遇,労 働規律,契 約違反責任などが含まれる。契約期

間は双方協議で決める。ただし,1-5年 の短期契約,5年 を越える長期

契約の区別がある。

④ 契約の変更 ・解除:双 方はそれぞれ一定の事由により,契 約を変更お

よび解除することができる。

⑤ 在職時の待遇:契 約労働者の賃金(奨 励金 ・手当 ・食糧補助 ・物価手

当を含む)・ 保険福利待遇は当該企業の同一職種,同 一部署の固定制労

5 一5一



働者と同水準とし,保 険福利待遇が固定制労働者より少ない場合,本 人

の基準賃金の15%前 後の賃金性手当を支給する。

⑥ 失業および退職後の待遇:契 約が解除され失業 した場合,そ の期間中

規定により失業救済金 と医療補助金を支給する。退職養老待遇としては

退職金 ・医療費 ・葬祭補助金 ・親族への弔慰金 ・救済金が支給され,企

業(契 約労働者賃金総額の15%)お よび契約労働者(本 人基準賃金の3%

以内)は 毎月退職養老基金を納付 しなければならない。

契約制労働者の募集採用,規 律違反労働者の解雇,失 業保険制度に関す

る具体的取 り扱いは,同 時に公布された三っの 「暫定規定」(前述)よ りそ

れぞれ規定 された。

さて,契 約制労働者の待遇は旧来の固定制労働者の待遇と原則的に同等

とされっっも,規 定上いくっかの点で異なっている。第一に,そ れぞれ準

拠する法規が異なる。契約制労働者は前述の1986年 の 「暫定規定」が適用

されるのに対 して,固 定制労働者は1951年2月 公布の 「労働保険条例」が

適用される(5)。第二に,養 老保険金にっいて固定制労働者は全額企業が負

担する(賃 金総額の3%相 当を留保)に 対 して,契 約制労働者は企業と労働

者本人の共同負担である。また養老保険(退 職金)の 支給について固定制

労働者の場合は勤続年数 と本人の賃金水準を基準 としてそれぞれの企業が

実施するのに対 して,契 約制労働者の場合保険金の納付期間 ・納付額およ

び本人の賃金水準を基準 として労働部門所轄の社会保険専門機関が統一的

に実施するかたちである。第三に,医 療費は固定制労働者の場合企業の全

額負担であり,治 療期間も限定されていないのに対 して,契 約制労働者で

は企業の負担であるが,勤 続年数に応 じて治療期間(3-6カ 月)が 定めら

れている。 しか も,家 族(直 系親族)に 対する医療手当は固定労働者の家

族の場合半額補助があるのに対 して,契 約制労働者の家族には全 く支給 さ

れない。第四に,規 定では触れていないが,住 宅配分にも格差があり,事
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実上固定制労働者が契約制労働者より優遇 されている。第五に,契 約制労

働者は上記のような福利厚生面の待遇の不利を補なうものとして本人の基

準賃金の15%前 後の手当を加給される。これにより,全 体 として賃金待遇

上のバランスを図ろうとしている。そして最後に,何 よりも基本的な相違

は固定制労働者には終身雇用の保証があるのに対 して,契 約制労働者は雇

用の契約期限がついていることである。 こうした二種類の労働制度の並存

と両者のあいだの待遇条件の相違は後述のように大 きな問題を抱えること

になる。

2)労 働契約制の実施 ・問題状況

さて,契 約制労働者の採用数は表1に みるように増加 し,従 業員総数に

占める比重 も次第に増大 している。

表1.契 約制労働者 の数 (単位:万 人)

総数
国有単位 都市集団所有制 その他

% % %

1983 65 570.6 80.3 n.a.

1984 209 1742.0 321.0 38.1

1985 409 3323.7 722.2 511.4

1986 624 5245.6 922.7 814.5

1987 873 7357.6 1253.6 1318.1

1988 1234 loosio.i 2065.8 2020.7

1989 1468 119011.8 2457.0 3325.1

1990 1702 137213.3 2878.1 4326.3

1991 1972 158914.9 3238.9 6028.0

1992 2541 205818.9 39911.0 8429.8

1993 233021

(『中国統計年鑑1993』117頁 。1993年 は 『中国通信』1994年3月8日,

11頁)

備考:そ の他所有制企業 にお いて契約制労働者 の比率が相対的 に高 い

の は,そ の中 に外資系企業が含 まれて いるためで ある。
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確かに契約労働制は数量のうえでは拡大 しており,ま た一部の企業では

積極的な成果を示 したことが報告されている。 しか しながら,そ の実行過

程でさまざまな問題を抱えていることを示す報告が圧倒的に多い。 ここで

は以下,労 働契約制の運用問題および労働制度自体の問題について具体的

にみていこう。

(1)労 働契約制の運用問題。

労働契約制の具体的問題はまずこの契約の運用 レベルに集中しており,

この面の問題点は数多 く報告されている。第一に,労 働契約が政策規定に

合致 していない事例である。すなわち,労 働契約の規定の条項が欠落して

いる(い わゆる空白契約),極 あてあいまいな内容になっている(例 えば双

方の責任,権 利,義 務が不明確),規 定に反 した条項が付加されている(例

えば,契 約期間中は結婚できない,既 婚の者は出産を認めないなど),同 一

企業で契約内容が単一で全 く同 じである,ま た契約自体が本人ではな く代

理署名の形で締結 されているなどの事例が報告されている(6)。ある都市の

39の 企業のサンプル調査によれば,10500名 の契約制労働者を調査 したと

ころ,そ の90%以 上が無契約か,規 定のない契約,無 効契約,違 法契約で

あったという(7)。

第二に,契 約規定 どおりには実行されず,形 式に流れている事例。例え

ば,「双方選択」に関連 して,労 働者の自由意志,選 択の自由が制限されて

いること,「公開募集,競 争選択」の原則が徹底されず内輪の採用を実施 し

ていること(8),ま た一部の企業は契約制労働者を固定制労働者として異動

したり,契 約期間が満了 して も契約を終了せず,更 新 もしないこと,契 約

労働者に対 して基準賃金の15%に あたる手当が支給 されないこと(9),など

である。この形式化の問題は以下の問題とも関連 している。

第三に,契 約期間の長期化傾向および契約制労働者の固定労働者化であ

る。前述のように契約期間は双方が協議 して決めることができるのである

が,多 くの労働者 は強い生活安定指向をもち,で きるだけ長期の労働契約
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を結ぼうとする。例えば,湖 南省常徳市の国有企業20社 の調査によれば,

従業員数28234人 のうち契約制労働者の比率は17.6%で,か れらのうち既

に98.6%が 労働契約を締結 したが,契 約期間が30年 以上または終身の者

が1986年 で契約総数の19.9%を 占めた。 長期契約の数 は毎年増加 し,87

年に37.6%,88年 に58.6%に のぼったという(1°)。長期契約を結んだ労働者

は自ら 「危機感」をもつことはなく,ま た短期契約の場合で も契約の更新

がほぼ確実 となっている。 こうした長期契約の指向には旧来の固定制労働

制度の影響と共に,実 際多数の契約制労働者が30,40歳 台であり,労 働契

約を解除されると再就職が極めて難 しいという事情 もある(ID。こうして雇

用期間にかん しては固定制労働者と事実上あまり変わ らなくなっている。

また労働者側の強い長期雇用指向を踏まえたものであろうか,一 部の都市

(北京)で は政策規定のうえで退職年齢までの長期間契約を認めるところ

も出ている㈹。

第四に,企 業経営者が労働契約を解除 し,労 働者を解雇することが極め

て困難なことである(13)。個別の企業 ヒアリング調査で も,企 業経営者が契

約制労働者を解雇することを望まない傾向が強 く,こ の点か らも契約制労

働者は事実上,固 定制労働者と区別 しがたい状況が生 じている㈹。 こうし

て一部では,契 約制労働者は 「潜在的固定工」,「二鍋飯」(大鍋の飯に次 ぐ

状態)と 呼ばれているという(15)。

第五に,契 約制労働者の採用にあたって,公 開競争選抜ではなくていわ

ば幹部の近親縁者を優先的に採用 している事例も多 く報告されている。例

えば,広 東省のある地区の14の 国有工業企業では,1983年 で従業員2154

人のうち直系親族と傍系親族は251人(11.6%)で あったが,1989年 には

従業員4006人 のうち1422人(33%)と なった。1422人 のなかで直系親族

はなんと92.2%を 占めた(16)。っまりこの間,採 用された労働者は圧倒的大

部分が近親者であったのである。また湖南省のある都市の17の 企業事業

単位では,採 用 した契約制労働者450名 のうち近親者による 「形を変えた
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内部採用」者が55.6%を 占めたという。この場合すべて公開募集の形をと

り,応 募者は1324人 であった。そのうち,募 集単位に属する従業員子弟の

応募者は387人 で,う ち採用された者が248人(採 用率64%)で あった。

他方,外 部から応募 した者の採用率は21%に すぎなかった(17)。こうした近

親縁者の採用(「近親就業」)が 次第に増加 しているとされる。

(2)労 働制度の問題

労働制度自体の問題としては第一に,労 働者における二っの労働制度の

並存がある。すなわち新規労働者には労働契約制が適用され,在 職労働者

には固定制労働制度が適用され,結 果として一っの企業や職場に二っの異

なる労働制度が存在することになる(い わゆる 「双軌制」)。前述のように

契約制労働者 と固定制労働者 とは性格,待 遇が異なり,契 約制労働者は雇

用期間が限定 され,福 利厚生面の待遇 も低い。社会意識において も,契 約

制労働者 は固定労働者より一段格下 とみなされる傾向があるという。従 っ

て,同 じ職場 に二つの労働制度が並存することは契約制労働者に劣等感 ・

被差別感 ・妬み ・不満を生み,か れらの労働意欲をそぎ,労 働者の一体感

形成にマイナス作用を及ぼすだろう(18)。一部の企業では固定制労働者が契

約制労働者にきっい仕事,き たない仕事を押 しっける事例が指摘 されてい

る㈹。また契約制労働者が企業指導部から技術学習,入 党 ・入団などで制

限,差 別をうける事例もあるという(2°)。

第二に,新 規採用者を契約制労働者とするとの政策規定にも大 きな例外

があり,実 は新規採用者にも二つの制度が並存 していることである。すな

わち,幹 部の転入,大 学 ・中等専門学校卒業生,技 工学校卒業生および復

員 ・転業軍人は新規採用であって も固定制労働者職員として待遇 され,原

則的に終身雇用が保証される。

以上のように労働者の新規採用および在職労働者において二つの制度が

二重に並存 しており,両 者のあいだの摩擦,衝 突は避けがたい(「双軌制」

問題)。
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3固 定制従業員に対する改革と問題点

1)労 働組織編成の合理化(「優化労働組合」)

前述のように労働契約制は在職の固定制労働者に適用されなかったため

に,圧 倒的大多数を占める固定制労働者の活性化,そ の労働組織の合理化

をいかに図るかが大きな課題となった。この面での最初の改革の試みが労

働組織編成の合理化(「優化労働組合」)で ある(21)。労働組織の合理化措置

は,労 働力配置の合理化および各職場 ポストにおける労働力の レベルアッ

プをはかり,従 業員全体の労働活性化と効率化をはかることを主なねらい

としている。

労働組織の合理化の手続 きについては,各 テスト企業により少 しずつ異

なっているが,基 本的には以下の方法によるとされる㈱。

(1)各 職務 ・ポストの設定評価 と定員 ・作業 ノルマの設定。すなわち,

各職種,職 務ポストを生産需要,技 術水準,労 働強度,責 任の重 さ,労 働

環境などの条件に基づいてその設定 ・配置の基準をっくる。それを踏まえ

て,各 職務ポストの必要 とする作業ノルマ基準,定 員,規 律,任 用基準を

設定 し公開する。 こうした合理的な定員 ・ノルマ編成は 「優化労働組合」

の前提をなす。

(2)職 員労働者の競争選抜。すなわち,在 職職員労働者のなかか ら公開,

平等の原則のもとにそれぞれの職務ポス トに対する競争選抜を行ない,基

準に合格 した者が職務ポス トに就任 し,企 業との間に労働契約書をとりか

わす。 この競争選抜の方法はさまざまであり,主 に以下の四つの方法が指

摘 されている㈱。第一に,す べての職員労働者が希望する職務 ポストに応

募 し,企 業代表から組織された選考グループが応募者に対 して試験,考 査

を行い,各 職務ポス トの基準を満たした者を選抜する方法。第二に,企 業

の各階層ごとに上か ら下に招聰任用する方法。すなわち,ま ず企業長 ・工
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場長が職場主任(車 間主任)を 招聰任用 し,職 場主任が班長(班 組長)を

招聰任用 し,そ して班長が各班の労働者を選抜するもの。第三に,双 方選

択,す なわち労働者が班長または職場主任を選挙 し,次 に当選 した職場主

任または班長が労働者を選考任用する方法(「選将点兵」)。第四に,入 札選

抜の方法,す なわち企業が経営請負制を実施するもとで職場主任にたいし

競争入札を組織 し,選 考グループが評定し落札 した者を職場主任に就任さ

せる。そして職場主任が班長と労働者を職務 ごとに選考任用する。

以上の競争選抜の方法は公開平等の原則によるとされるが,選 考選抜す

る責任主体は,上 級の リーダー個人の場合と選考グループの場合がある。

選考 グループの構成は必ず しも明確ではないが,企 業管理責任者および職

員労働者代表(従 業員代表大会選出)か らなっているようである(24)0

(3)職 務ポストに選抜されなった職員労働者は「企業内待業者」となり,

表2.「 優化労働組 合」の試行 企業

企 業 数 従業員数(万)

1987 1700余 600

1988 26000 960

1989 43825 1561

1990 35000 1000余

1991 50000 1500余

1992 85442 3376

備考:1990年 は25省 ・自治区 ・直轄市 のみの統計。

1992年 は労働制度改革試行企業数であ り,必 ず しも 「優化労働組合」

試行企業数を示す ものではない。

(出典:

1987年,『 中国改革全書 ・労働工資体制 改革編』,10頁

1988年,同 上書,221頁

1989年,夏 積智,『 什磨是全員労働合同制』,97頁

1990年,『 中国企業管理年鑑1992』,278頁

1991年,嚢 守啓,『 中国與外国労働工資社会保険制度比較』,46頁

1992年,『 経済管理』1993年10期,28頁)
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一定期間所定の職務ポス トに就 くことができない。彼 らに対する対処方法

にっいては後述する。 こうした労働組織編成の合理化の試みは一回かぎり

ではなく,一 定期間の後に繰 り返 される(「動態組合」)。

さて,上 述の手続 きからも明らかなとおり,こ の合理化措置は固定制労

働者を含む全体の労働者ばかりでなく,企 業の管理職(幹 部)を も対象と

しており,こ うして旧来の固定制従業員全体が改革の対象にされることに

なった。

労働組織の合理化を試行 している企業数および従業員数は表2の とおり

である。1987-88年 に急速に増加 したが,経 済調整政策がとられた1989-

91年 は試行範囲は停滞 し,1992年 から再び増加 していることがわかる。

2)余 剰人員 と再配置問題

次に,労 働組織の合理化の過程で職務 ポス トにつけない余剰人員の状況

とかれらをどのように再配置するのかについてみてみたい。

(1)全 般的状況

まず全国的な実施状況にっいては1989年 の事例が知 られる。すなわち,

全国の試行企業43825社(従 業員1560万9123人)の うち合理化実施後の

余剰人員数 は94万8379人 で,従 業員総数の6.1%に あたる。 余剰人員の

うち,既 に新たな職務ポス トに再配置された者は76万1585人(80.3%)で

あり,依 然再配置されていない者が18万6794人 である。 この場合の再配

置とは原則 として企業内における再配置である。前者(再 配置済み)の 場

合の主な対処方法 としては,① 企業の生産多角経営 による職場 ポス トの設

置拡大によるもの,33万4526人,② 配置人員の過不足の調整によるもの,

16万900人 であった。他方,後 者(未 配置)の 主な対処方法は企業内待業

9万6967人,研 修訓練2万5928人 であった(25)。

次に,1992年 度の試行実施企業数は15521社(従 業員数591万5193人)

で,合 理化実施後の余剰人員は計38万597人,従 業員数の6.4%に あた
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表3. (単位:人,%)

試行企業数 余剰人員 再配置人員

1工 業 17117 6603945.8 54083081.9

2建 築業 837 824058.1 4792458.2

3交 通運輸,郵 電通信業 1600 392716.7 3245082.6

4商 業,飲 食業物資販売業等 21567 1341676.1 11541886.0

5そ の他 2644 321427.1 2496377.7

(出典:『1990中 国労働工資統計年鑑』,354頁)

る。余剰人員のうち,当 年度で職務ポス トに再配された者は27万7041人

(72.8%),未 配置の者は10万3556人 であった。前者のうち,生 産の多角経

営発展による職場ポス トの設置によるものが13万2888人,配 置人員の過

不足の調整によるものが5万5263人 であった。また未配置人員のなかで

研修を実施 したものは1万6763人 であった(26)。

全国試行国有企業43825社 の産業別の実施状況(1989年 まで)は 表3の

とおりである。 これによれば,労 働組織合理化の試行企業数は商業サービ

ス業が最も多 く(全 体の49%),つ いで工業が多い(同39%)。 その他の業

種は極めて少ない。ただ し,合 理化の結果ポス トに就けない余剰人員は工

業企業が圧倒的に多く,余 剰人員総数の約70%を 占める。企業従業員に占

める余剰人員比率は産業別で余り差がなく,ほ ぼ6～8%の 範囲内にある。

強いていえば,工 業に比べ建築業の余剰人員比率がやや高い。余剰人員に

占める再配置済み人員の比率は工業,交 通運輸,商 業などがほぼ80%以 上

であるのに対 して建築業は58%と かなり低い。

比較的にいえば,小 規模経営で小回りのきく商業サービス業は余剰人員

の再配置 ・合理化が しやすいのに対 して,折 からの財政緊縮による基本建

設投資の削減の影響を直接受けた建築業はそれが最も困難な状況にあり,

工業,交 通運輸,郵 便通信業はその中間に位置 しているといえる。

次に,主 要な全国15都 市の試行国有企業における労働組織の合理化の
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表4. (単位:人,%)

都 市 試行企業数 従業員数 余剰人員数 再配置済人数

北 京 3271 1181349 434283.7 3820688.0

天 津 361 361472 290668.0 2601989.5

上 海 594 918600 228652.5 1602870.1

藩 陽 600 556998 493008.9 4647594.2

大 連 635 393932 304837.7 2840793.2

長 春 352 182665 106765.8 904784.7

恰爾濱 577 293208 265319.0 1815968.4

寧 波 47 24941 13595.4 123891.1

厘 門 15 5232 4328.3 29969.2

青 島 849 367074 308168.4 2918894.7

武 漢 314 355554 287488.1 2325380.9

成 都 472
.,.

66254.8 587788.7

広 州 190 72215 40015.5 340285.0

重 慶 217 179368 1885810.5 1569383.2

西 安 135 41184 15593.8 136987.8

(出典:『1990中 国労働 工資統計年鑑』,348-349頁 よ り作成)

実施状況(1989年)は 表4の とおりである。労働配置の合理化後の余剰人

員比率は各都市でさまざまである。比較的高いのは10%余 りの重慶,9%

のハルピンと藩陽,8%台 の青島,厘 門,武 漢,天 津などである。他方,上

海,北 京の比率は最 も低いレベルにある。また再配置済み人員の比率 はハ

ルビン,上 海,慶 門が70%前 後で比較的低いが,そ の他の都市ではすべて

80%以 上であり,90%を 越える都市もある。

以上,全 国および主要都市の合理化実施状況をみた。合理化による余剰

人員数(全 国累計)は その後次第に増加 し,1992年 には約100万(27),1993

年で約120万 になっている(28)。1992年までの合理化による余剰人員の試行

企業従業員に占める比率は10%を 大 きく下回り,3～6%ぐ らいではない

かと推定される。
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ところで,全 国の国有企業の余剰人員(潜 在的余剰を含む,以 下同 じ)

の比率にっいてはさまざまな推計がある。1992年 の労働部による1500企

業のサンプル調査では余剰人員比率が12%で あり,労 働部当局はこの数

値を使 って全国の余剰人員を約1000万 と推計 している(29)。また他のサン

プル調査に基づいて全国の余剰人員比率を約15%,約1500万 人 とするも

の,さ らに余剰人員比率20%,約2000万 とするものもある(30)。いずれも一

部のサンプル調査に基づ く推計であり,全 国の確定的数字 は未だない。最

近のある推計によれば,全 国国有企業の余剰人員比率は全体で25～30%,

余剰人員数は約3000万 人前後になるという。それによれば,経 済的基盤が

あり経済条件のよい国有企業で一般に10～15%前 後,経 済条件が中等の

一般的水準の企業で一般に20%以 上,経 済条件の悪い企業で一般に30%

以上であるという(3D。いずれの余剰人員比率をとって も,上 にみた労働組

織合理化により生 じた顕在的な余剰人員の比率にくらべて総 じてかなり大

きいといえる。言い換えれば,試 行企業における合理化措置によって顕在

化 した余剰人員は推定余剰人員の一部にすぎないのであり,合 理化措置は

企業の余剰人員のすべてを洗い出して職務ポス トか らはずすという徹底 し

たものではない。その意味において,労 働組織合理化の目標基準は一般的

にいえば比較的甘く設定されているともいえるだろう。

(2)再 配置問題

では,具 体的に余剰人員をどのように再配置するのかについてみてみた

い。再配置の方法については三っの方法が考えられる。すなわち,第 一に

企業の余剰人員を整理 し社会に出し消化する方法(社 会的配置),第 二に企

業の余剰人員を企業内で配置し消化する方法(企 業内配置),第 三は以上の

中間のタイプで企業内消化 と社会的消化を併用する方法である。第一の方

法は労働力市場や社会保障制度が未整備な現状では一般的に実施すること

はとうてい不可能であり,第 三の方法は現状維持にっながり,改 革のねら

いや企業の就業負担状況との矛盾をかかえるのでやはり全面的に実施でき
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ない。従 って,労 働当局の政策判断では現状のもとでは第三の併用方法が

よいとされる。この場合,企 業内の配置を主とし,社 会的配置を補助 とす

ることが公式方針とされた(詑)。

さてこの方針のもとで,再 配置のルー トは主要には三つに分けられる。

すなわち,生 産性配置,生 活性配置,過 度性配置である(認)。生産性配置とは

多種類の経営部門を開拓 し,第 三次産業を発展させ,資 源の総合利用を図

り,労 動を組織する方法である。生活性配置とは,定 年に近い従業員の繰

り上げ退職 ・養老,長 期的休暇などの方法であり,過 度性配置とは企業内

待業(失 業),転 業のための研修,工 場間の労働力調整,自 らの就職活動奨

励などである。労働当局によれば,三 っの再配置ルー トのなかで生産性配

置を主導的な地位 に置いている。 これ らの諸措置は1993年4月 の国務院

の 「国有企業余剰従業員配置規定」に取 り入れられ,整 備された。

では,以 上の政策方針を背景に企業の余剰人員の再配置状況を具体的に

みてみよう。ここでは,試 行企業に対するいくっかの調査結果をとりあげ

る。

① 北京市の事例

労働組織の合理化をいち早 く開始 し,最 も積極的に改革を実施 したテス

ト都市の一つである北京市における440試 行企業(従 業員数14万 人)に 対

する調査によれば,合 理化の結果ポス トをはず された余剰人員は8728人

(約6%)で あった㈱。余剰人員の対処結果は表6の とおりである。

これによれば,企 業内による配置(「 その他」を含む)が 全体の72%を

占あ,更 に離退職,辞 職者 も現状では実質的に企業内配置 と考えれば,

80%近 くに達する。逆 に企業外部 に異動せざるを得なくなったのは余剰人

員の約20%に すぎない。企業内の対処では研修が最 も多い。企業内の各種

経営とは企業内に独立採算の集団所有制の各種職場(企 業内企業)を 組織

し経営することをさすと思われるが,こ の比率も比較的多い。
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表6. (単位:人)

1企 業内の各種経営に従事 1780 20.4%

2企 業外部への異動 1097 12.6

3労 務輸出 358 4.1

4有 給帰郷,長 期休暇 883 10.1

5離 退職 588 6.7

6解 雇 ・除名 309 3.5

7辞 職 52 o.s

8在 職留保 ・賃金停止 193 2.2

9企 業内研修(臨 時工/待 業) 2193 25.1

10そ の他 1275 14.6

(出典:鐘 朋栄 『解開改革的聯立方程式』,163頁)

表7. (単位:人)

1第 三次産業を開拓異動 986 41.5%

2技 術,文 化 の研修 577 24.3

3新 建設増設企業へ支援異動 40 1.7

4企 業 内消化,異 動 239 10.1

5生 産第一線 に留 める 16 0.7

(典拠:表6に 同 じ,163頁)

② 株州市の事例

同 じくテ ス ト都市の一っ である湖南省株州市の35試 行企業の調査

(1988年)に よれば,合 理化によりポス トを離れた余剰人員は2860人,こ

のうち既に再配置された人員は2374人(83%)で ある(35)。具体的な配置先

は表7の とおり。表の第三次産業の開拓とは企業内でサービス関連の集団

所有制企業を設立することを指すと考え られる。従 って,こ の事例 も結局,

企業内の配置がほとんどであることを示 している。企業内の配置では,企

業内の新設職場(企 業内企業)へ の異動がかなりの比重を占めている点が
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目につ く。他方,企 業外部への移動は極めてわずかにすぎない。

③ 南昌市の事例

同 じく労働組織合理化のテス ト都市に指定 されている江西省南昌市の

35試 行企業に対する1989年 の調査によると,ポ ス トをはなれた余剰人員

は3106人 で,従 業員総数の7.1%で ある(36)。余剰人員の配置状況は表8の

とおり。この場合も主に企業内の再配置であることが分かる。

表8.(単 位:人)

1経 営発展,新 部門開拓 276 8.9%

2過 不足の調整 457 14.7

3工 場内第三次産業を組織 882 28.4

4転 業研修 ii 0.4

5工 場内待業 97 3.1

6そ の他 1383 44.5

(出典:『 南昌市労働 工資社会保険三項制度改革研究』,150頁)

④9都 市200企 業の調査

1992年 に南京,上 海,藩 陽など9都 市の200国 有企業(大 中型)に 対す

る調査によると,合 理化による企業の余剰人員は約10%を 占めている。余

剰人員の配置は以下の6つ の方法がとられたという(37)。

開発型配置(企 業内の小型基本建設工事請負,企 業内の集団所有制企業

の設立,新 規増産プロジェク ト請負など)9.6%

拡張型配置(労 務輸出,他 企業への派遣支援など)12.2%

プール型配置(レ イオフ,研 修)20.9%

福祉型配置(繰 り上げ退職,長 期休暇など)9.1%

約束型配置(計 画外雇用の廃止,内 部構造調整により空きをっ くる)

1.6%

開放型配置(給 料支払停止と身分の保留,離 職,他 企業への転職)17.8%

この調査事例では余剰人員の84%は 企業内の再配置であり,他 の16%
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が企業外への再配置となっている㈹)。

以上,余 剰人員の具体的配置状況をみてきたが,試 行企業 は余剰人員の

再配置問題を労働組織合理化の鍵 となる重要かつ敏感な問題 としてみてい

る。各企業 は実にさまざまな再配置の方法を試みているが,先 述の政府の

政策方針にほぼ基づいて余剰人員の大多数は企業内で再配置(企 業内待業

を含む)さ れており,企 業外への配置(社 会的配置)は まだ極めて少ない。

(3)労 働組織合理化における問題状況

労働組織合理化の実際状況については多 くの報告論文がでているが,そ

の成果よりも問題点を指摘 したものが多い。成果についても 「微少」であ

るとされ(39),また改革は形式に流れ,実 質的な変化はなく,「少なくない単

位で中途半端であるか,名 存実亡である」㈹,さ らには中途で天折 して し

まったとみなすものもいる㈲。 ここでは,労 働組織合理化の実施上におけ

る問題状況をみてみたい。

第一に,実 施主体の問題。っまり企業が完全な実施主体となりえておら

ず,政 府労働当局の干渉を受けている状況がある。例えば,政 府労働部門

は企業の労働組織合理化措置をみずからの行政性任務としてみなし,そ れ

を企業に強引に配置し,合 理化改革の実施範囲をできるだけ拡大 しようと

する。 さらには企業に対 して余剰人員の削減指標を指示 し,企 業がそれを

完成するよう強要する状況があったという(42)。またどの企業をテスト試行

企業とするかの選択 も政府当局の判断に依存するようである。

第二に,職 員労働者の選考に関する問題。つまり誰が誰をどのように選

考するのかという点での問題である。まず選考の主体は前述のように選考

グループの場合 と経営責任者個人の場合があるが,選 考の主体がグループ

であれ,個 人であれ,政 府から独立 しているかどうかは第一の問題点との

関連から疑念の余地がある。特に政府から指名された企業長が中間管理職

責任者を選抜招聰する場合,企 業長が政府の意向に従 う可能性 は大 き

い㈹。また企業経営者個人が独裁的に決定 して しまう事例も報告されてい
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る㈲。とくに経営請負責任制の企業で経営者個人が請け負 っている場合,

経営者の個人的裁量権は極めて大きいであろう。

次に選考方法にっいての問題点は,ひ とっは基準作成の専門的指導 グ

ループが欠けていること,合 理化基準が明確でなく科学的でないことなど

である(45)。もうひとつは政策規定にある 「双方選択」が実際には実施困難

で,上 か ら下への 「単向選択」「傾斜選択」,つ まり上級の管理責任者が下

級の職員労働者を選考することが一般的であった㈹。以上のことと関連 し

て,平 等競争原則に基づ く選考ではなくて,人 間関係,つ まり近親関係,

派閥関係,服 従関係による選考が実施されることになる。 この事例は数多

く知 られる。 こうして労働組織の合理化の前提 となす科学的基準の設定,

平等競争の選抜方式 は実際には形式に流れ,労 働者のあいだに不和,摩 擦

を生み出 していることが指摘 されている㈹。

第三に,当 初,労 働組織の合理化の概念が専 ら余剰人員の整理縮小 とし

て一面的に理解 され,実 際の活動でも人員整理に重点がおかれたことであ

る。本来合理化は組織,設 備,人 員の最適配置を意味 していたのであるが,

組織 設備技術の合理化およびそれと人員との組み合わせの課題は軽視 さ

れた(48)。この結果,一 部の労働者のあいだでは労働組織の合理化 とは労働

者か ら仕事ポス トを剥奪(「 剥離」)も のだとみなされ,か れ らの反感を買

うことになった(49)。

第四に,労 働者のあいだに少なか らず心理的摩擦(不 安,反 感,抵 抗,

失望など)を もた らしたことである。元来,社 会主義の終身雇用制度の も

とで強い就業安定心理をもち,企 業国家に依存 しリスクを回避 し,競 争意

識 も弱かった一般の従業員は人員削減,失 業,解 雇に対 して強い抵抗があ

る(5°)。そ してかれらの伝統的労働観念によれば,失 業,解 雇,人 員削減など

の措置は社会主義における主人公の地位権利を奪 うものと映った(51)。ある

調査によれば,合 理化に対 して労働者の15%が 抵抗感を,25%が 強い不

安を示 している(52)。また多 くの工場長 も人員削減,解 雇を困難な問題とし
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てあげている(脇)。このように労働者の主体的受け入れ能力がまだ低い状況

で,合 理化を強行すればさまざまな摩擦を生むことになるのは避けがた

い。

第五に,余 剰人員の企業内配置の困難性である。前述のように余剰人員

の圧倒的大部分は企業内部で再配置されているが,こ れはいろいろな点で

困難な問題を突きっけている。 この点にっいては興味深い調査があるので

一部紹介 してみたい。1989年,張 家口市にある21の 試行工業企業の工場

長に対するアンケー ト調査によれば,多 くの工場長は余剰人員を企業内部

で消化するのは困難であり,ま た外部の条件も不備であるとみている㈱。

すなわち,

① 企業内部消化の最も主要な方法である長期休暇,繰 り上げ退職の場

合,企 業はかれらのほとんどに対 して賃金支払や福利厚生を負担 し(た だ

し賃金カットを含む),企 業の収入は経済不況で収入が減少 したのに支出

負担は逆に増大 している(6割 の工場長の意見)。

② 工場内に新 しい生産部門を開設 し,第 三次サービス業をおこすこと

は,余 剰人員の内部消化の理想的方法ではあるが,資 金不足で原材料調達,

設備購入,場 所の確保,新 製品開発などいずれも困難である(4割 の工場

長の意見)。

③ 企業内研修 ・学習の組織 も教育経費,運 営条件など資金面で困難で

ある(8割 の工場長の意見)

④ 労働力輸出,企 業間の労働力の調整,外 部への委託加工項 目の回収

などはまだ実行できる条件と能力がない(7割 の工場長の意見)。

上述の問題点はおもに企業の負担の困難さを指摘 している。企業内の再

配置の方法は結局のところ余剰人員のほとんどを依然として企業内に抱え

込む ものであり,企 業にとって必ず しも負担を減 らすことにな らない(「左

肩か ら右肩へ負担を変えるだけ」(55))。多 くの企業経営者がこの合理化改革

に消極的な理由もこの点にあるといわれる(56)。
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余剰人員の企業内配置の問題は単に企業の負担だけの問題にとどまら

ず,そ れは従業員の経済的利益の再配分の問題でもあってその配置先をめ

ぐって従業員のあいだに(例 えば,再 就業 した者 と企業内待業者 とのあい

だ)利 害の対立,摩 擦を引き起こしやすい(5?)。さらに,余 剰人員を企業内に

抱え込むことは毎年の新規労働者の採用を阻害する要因ともなり,か れら

の就業問題を激化 しかねない(認)。また企業は余剰人員を配置させるために

さまざまな職種の事業経営を企業内に設立 し,外 部に出 していた委託加工

項 目を次々と回収 し,各 種の福利厚生施設を も重要な配置先 となってい

る。 この結果,企 業の後方勤務サービス人員が次第に増加 し,旧 来の弊害

であった企業が社会を丸抱えする傾向(企 業社会のワンセット主義)を な

かなか改革できないばか りか,一 部ではいっそう促進 させた(59)。こうした

現象は労働制度合理化の改革のね らいと逆行するものであるといえる。

4全 員労働契約制への試み

1)全 員労働契約制の特徴

最後に労働雇用制度改革の最 も新 しい改革の試みである全員労働契約制

にっいてみておきたい。 この制度は政策の系譜のうえでは前述 した労働組

織の合理化の実施を踏まえて労働契約制を企業従業員全員にまで拡大徹底

するものであり,当 面の労働雇用制度改革のひとつの到達 目標とされてい

る。

労働部当局によれば,全 員労働契約制の内容特徴 として以下の点が指摘

される㈹。すなわち,第 一に従業員の雇用主体を従来の国家当局か ら企業

事業単位に変えたこと。従業員全員は企業との労働契約を経て当該企業の

従業員となり,国 家所属の国家が請け負 う従業員ではなくなる。 こうして

旧来の 「国家職工」制度を消滅 し 「企業職工」制度を確立する。第二に,

労働力の個人所有属性を認め,従 業員個人が自らの労働力を主体的に処理
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できること,す なわち職業選択,就 業,移 動に関する自主権をあたえるこ

と。第三に,企 業従業員内部の不平等な身分差別を否定,解 消すること。

全員労働契約制は従来存続 していた固定制労働者と契約制労働者との差別

をなくすだけでな く,さ らに進んで管理職(幹 部)と 労働者の身分差別,

全人民所有制従業員と集団所有制従業員との身分差別をなくし,企 業内の

従業員はすべて平等な権利と義務をもっ,労 働者が幹部のポストにつき,

逆に幹部がまた労働者になることを認める。この点は新たな 「企業職工」

制度の最 も主要な特徴であるとされる。第四に,労 働者が一つの企業内部

だけでな く,所 有制や業種を越えた異なる企業のあいだでも同等な権利と

義務を もっことを認める,こ うして労働権の普遍的平等と労働力の企業間

の移動を保証する。第五に,政 府当局の職能転換を要求 し,政 府の直接管

理を間接コントロールにかえる。

このようにして従来の国家による 「統一請負統一配分」の終身雇用制を

消滅させ,企 業と従業員全員とのあいだの 「平等,自 由意志」による期限

付 き労働契約に基づ く労働雇用制度を実施することが目指 されたのであ

る。全員労働契約制の試行範囲は1990年 で2900余 企業,450万 人(6D,1991

年で3000企 業(う ち1/3が 大中型企業),500余 万人(62)であり,労 働組織

合理化の試行範囲に比べるとまだ極めて狭い。この改革のテスト都市とし

ては北京,塩 城,株 州,青 島などが指定されている。

2)北 京市の事例

以下,テ ス ト都市の一っであり全国的にも注目されている北京市の全員

労働契約制を取 り上げてみたい。北京市では1988年 秋から労働組織合理

化の改革を実施 して一部の企業で全員労働契約制の試行を開始 した㈹)。そ

の後1990年 末までに23企 業,従 業員2万 人の範囲で試行された。試行開

始以来同期までに計1160人(全 体の5.8%)が 企業か ら離れ,う ち社会失

業者は101人 であった(61)。1991年11月 までに試行企業は計4業 種,80企
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業,7.1万 人まで拡大 し(65),さらに同年末までには300近 い企業,12万 人ま

で増大 した(66)。

北京市労働局は1890年10月 に 「全員労働契約制試行活動を次第に拡大

することに関する意見」を下達 し,試 行の原則 と段取 りを規定 した。それ

によれば,原 則 として,経 済効果 と社会効果を高めること,労 働力の合理

的な配置,平 等競争 と協議一致,企 業および従業員双方の自発性,が 規定

された。さらに,試 行企業が備えるべき条件 として,① 退職金の統一管理

を実施 し規定により失業保険金を納入 している国有,集 団所有制企業,②

指導グループが団結 し,改 革意識が強 く開拓精神をもっ こと,③ 企業の基

礎的管理活動と民主管理活動が順調であること,④ 生産任務が充足 し,製

品の販路があるか企業経営が正常で,経 済効果がよいこと,⑤ すでに労働

組織の合理化(「優化労働組合」)を 実行 していること,⑥ 全員労働契約制

の試行を望んでいること,が 規定された。 これ らの条件を備えた企業はす

べて改革を試行 してよいとされた(67)。

同月,北 京市の労働局 と人事局は企業全員労働契約制に関する試行弁法

(全42条)を 公布 し,同 制度について具体的に規定 した。その主要な点 は

以下のとおりである(68)。

第一に労働契約の当事者は,企 業の従業員全員と企業(法 定代表)で あ

る。すなわち,従 業員全員とは幹部(管 理職)を 含むすべての固定制職員

労働者および契約制労働者であり,ま た新採用,異 動,政 府の統一分配に

より企業に入った職員労働者も同様に企業(法 定代表)と 労働契約を結ぶ。

企業幹部については,国 家正式幹部であれ,招 聴任用幹部であれ,す べて

「普通職工」の身分において企業と労働契約を結ばなければならない。労働

契約は指導職務および幹部身分には及ばす(適 用外),労 働関係のみを規定

する。各級幹部の職務担当者は依然 としてその政府主管部門が管理権限に

基づき任命,招 聰するか,ま たは職員労働者代表大会で選出する。労働契

約の一方の当事者である企業の法定代表人(企 業長)お よび党委書記(法
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定代表人と同級の総支部,支 部書記を含む)は,「 普通職工」の身分で企業

主管部門の行政責任者 と労働契約を結ぶ。さらに,国 家当局が統一配分 し

た大学 ・中等専門学校卒業生,転 業軍人幹部 も同様に企業と労働契約を結

ばなければならない。

第二に,契 約内容についての規定は前述の1986年 の 「暫定規定」とほぼ

同 じである。ただ一っ異なる点は,双 方の権利と義務に関連 して従業員が

主人公の役割を発揮 し,民 主的管理と民主的監督権を行使するのを保証す

る措置を契約内容の一項目として含めていることである。契約期間につい

ては双方の当事者の協議に基づき,最 短で1年,ま たは中期(5年 前後),

長期(10年 前後),さ らには退職年齢までとしている。実質的には1986年

10月 の北京市の規定(実 施細則)と 同 じであるが,86年 の規定では1-5

年が短期契約,5年 以上を長期契約 としており分類の仕方がやや異なって

いる。

第三に,契 約当事者の考査にっき新規定を付加 している。すなわち,労

働契約を結ぶ時に,同 時に招聰任用契約書またはポス ト配置契約書を締結

し,契 約書のなかにポストの職責および経済指標を具体的に規定 し,定 期

的に考査 しなければな らないとされた。 この点は幹部 も同様であり,幹 部

は労働契約の締結後に,「ポス ト責任目標書」または 「招聰請負契約書」を

取 り結び,ポ ス トの職責,目 標および請負う各種経済技術指標を具体的に

規定 しなければならない。その幹部の活動実績 と請負目標達成目標および

労働契約内容に対 して政府の幹部主管部門が定期的に考査する。 この規定

は国有企業の経営請負責任制,と りわけ前述の労働組織の合理化の実施を

踏まえた規定である。

第四に,在 職期間の待遇規定についてはい くつかの点で変化がみ られ

る。ひとっは賃金性手当について契約制労働者の賃金総額の15%を 毎月

支払 うとの従前の方法が中止されて,企 業の経済成果と賃金総額を リンク

させている企業は,リ ンクされた査定賃金総額の4%を 賃金性補助 として
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留保 し,そ のうちの半分(2%)は 賃金総額に繰 り入れて企業が自主的に分

配 し,残 りの半分(2%)は 従業員の退職時の養老保険金の補充とすること

が規定された。っまり契約制労働者への賃金性手当支給の優遇は基本的に

廃止されることになったのである。従来の固定労働者がすべて契約制労働

者になり,保 険福利待遇上の差別がなくなるので賃金性手当の優遇措置は

基本的に意味がなくなったと考えられる。医療保険にっいて従来は契約制

労働者の家族(直 系親族)は その対象外であったが,対 象内とされるよう

になった。ただ し,1986年 以降募集採用された契約制労働者に対 しては引

き続き本人の毎月の基準賃金の3%分 を控除 し退職養老基金 として支払う

ことが求め られる。この点,旧 固定制労働者 と区別 されているようである。

さて,全 員労働契約制の試行にあたっては上記の北京の試行経験がひと

っの模範とされているが(69),その実際状況にっいては報告事例がまだ少な

く不明のところが多い。従って,そ の実際状況の紹介と検討は今後の課題

としたい。 ここではすでに指摘 されている問題点をいくっか紹介するにと

どめたい。すなわち,① 形式的に実施 されていて契約制労働者は以前の固

定制労働者 と実際には区別がない。②試行範囲が極めて限られており,孤

立 して進あられ,そ の効果が不明である㈹。③労働契約において従業員の

契約相手 となるのは誰なのか。 もし企業長 ・工場長であるとすれば,か れ

らは従業員の代表で従業員の一員なのであるから,論 理的には従業員が従

業員(代 表)と 労働契約を結ぶ ことを意味す る。 これは,職 員労働者の主

人公 としての平等の地位を形式的に否定 し,か れらの主人公精神を発揮す

るのに不利ではないか㈹。④企業従業員の競争を強調 し,「危機感」や圧力

を増やす方法で労働積極性を刺激することは社会主義企業管理の一般原則

に妥当しないく72)。あとの二っの点は実際上の問題点のみでなく,主 人公と

しての労働者と被雇用者 としての労働者との予盾という原理上の問題点の

指摘ともなっている。

27 一27一



おわりに 労働制度改革をめ ぐる社会的問題

以上,1980年 代以来の企業労働制度改革の現状と問題点をみてきたが,

最後に既述 したさまざまな問題状況の背後にあ り,そ れを規定 していると

考えられる社会的なマクロ的な問題を指摘 しておきたい。

第一に,労 働力過剰の問題。すなわち,国 有企業の労働力需要を大きく

越えた過剰労働力が存在 しており。 この状況は各企業の ミクロレベルにお

いても,社 会的レベルにおいても同様に存在 している。この問題は企業労

働制度改革を制約する基本的問題のひとっである。契約制労働者の採用に

あたって 「公開,平 等,自 由意志」 という原則による 「双方選択」が実現

困難なのは,企 業にとっての過剰労働力の圧力が一要因である。過剰労働

力の圧力は,労 働力の採用において明らかに企業サイ ドの立場を強 くして

いる(い わば買い手市場)。その結果,労 働就業において,ま た労働制度の

合理化(「優化労働組合」)に おいて,企 業(経 営者)は 労働者職員を 「一

方的に選択」または 「傾斜的に選択」する行動をとることが可能となる。

企業経営管理者がみずからの近親者を選択配置する行動はこの 「傾斜的選

択」の典型的な一例である。ただし,過 剰労働力の存在 と企業経営者の相

対的立場の強さは労働者の解雇の自由を経営者に与えるに至 っていない。

なぜであろうか。

第二に,社 会における労働力市場 と社会的保障制度の未整備である。国

有企業の労働制度改革が労働力の流動化 という政策目標を積極的に達成で

きない理由はここにあり,す でにこの点は多くの論者によって指摘されて

いる。企業が契約制労働者を解雇することが困難で,労 働組織の合理化に

よっても企業内の余剰労働者をほとんど企業内で消化吸収せざるをえず,

退職後 も企業が労働者の面倒をみざるを得ない主な理由もここにある。労

働力市場 と社会保障制度が整備されていけば,そ れに応 じて企業経営者の
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雇用裁量権も強化され,企 業からの解雇も可能となり,労 働力の流動性も

高まる。企業の行政からの自立化も促進 されよう。

第三に,伝 統的労働制度が依然存続 し,社 会全体としてみればまだ労働

制度の二重性が一般的に存在 していることである。労働組織の合理化を試

行 した企業は前述のように国有企業の一小部分にすぎず,ま して全員労働

契約制度を試行 している企業はまだごくひと握りにすぎない。従って,旧

来の固定制従業員がまだ圧倒的大多数を占めているのが現状であり,そ れ

は企業経営者および企業従業員に依然として大きな影響を与えている。多

くの改革試行企業の経営者が依然 として政府行政から任命され,そ の統制

介入をうけ,人 事雇用面の自主権を掌握できないでいる。他方,企 業従業

員 も雇用の長期的安定,企 業や行政への依存,労 働競争からの回避,横 並

び意識などの伝統的な意識を受 け継いでいる。従来の社会主義的正当性

(例えば労働者職員は企業の主人公であるとの主張)は しば しば改革推進

の根拠にされるよりも,前 述のように余剰労働者の合理化や解雇に対する

批判 として利用される。 こうして契約労働制や労働組織の合理化の改革が

多 くの場合,実 態の伴わない形式だけのものになり,あ るいは中途半端な

ものに終わっている㈹。労働制度の改革は企業従業員の利害に直接に関わ

るだけに既得利益層の抵抗は予想以上に大きいに違いない。

以上の社会的制約要因のもとで,労 働制度改革は必然的に漸次的長期的

なものにならざるを得ないであろう。

注

(D朱 家瓶 「継往開来,深 化改革(代 序)」『中国改革全書 ・労働工資体制改革巻』,

大連 出版社,1992年,代 序1頁 。張衛忠 「対我国企業用工制度改革 的設想」復

印報刊 資料 『労働経済與人事管理』(以下,F102),中 国人民大学書報資料中心,

1992年3期,53頁 。王永周 ・左 自成 「労働制度 改革 的 目標模式 和近 期対 策」F

102,1991年8期,59頁 。王暁明 『破三鉄:問 題,背 景與政 策』紅旗出版社,1993

年,1-29頁 な ど。

(2)労 働制度改革の沿革は,朱 家瓶,前 掲論文,3-10頁 が詳 しい。 他 に鐘朋栄
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『解開改革的聯立方程一 論配套改革』中国財政経済出版社,1992年,161-162

頁。程松林 ・陳良猷 ・王義 『中国企業経営機制的転換』中国発展出版社,1992

年,219-221頁 な どを参 照。

(3)朱 家瓶,前 掲論 文,10頁 。

(4)暫 定規定 の原文 は,前 掲 『中国改革全書 ・労働工資体制改革巻』,170-173

頁。邦訳 は 『中国通信』1986年9月17日 を参照。

(5》 「労働保 険条例」 は1953年1月 に修正 公布 された。 原文 は 『中央人民政府法

令彙編1953年 』法律 出版社,1982年,337-350頁 を参照。

(6)趙 越 「労働合同制的実践問題透視」『中国経済体制 改革』1993年4期,52-53

頁。労働部政策法規司 「企業労 働制度 改革情況」『中国企業管理年鑑1992』,企

業管理 出版社,1992年,277頁 。

(7)趙 越,前 掲論 文,52頁 。

(8)夏 積智 他 「労 働合同制極待 完善一 山西省実行労働 合同制情況調査」F102,

1991年4期,57頁 。

(9)「 南昌市労働 制度 改革十年 的回顧」 『南 昌市労働 ・工資 ・社会保険三項制度改

革研究』 中国労働 出版社,1991年,147頁 。

(10)「警揚!隠 性固定 工堀起 実行労働合 同制 中一個値得注意的傾向」 『中国

労働人事 報』1989年5月13日 。

uu夏 積智 他,前 掲論 文,59頁 。

q2「 北京市 執行 《国営 企業実 行労働合 同制暫行規定》的実施細則」第1条,楊 柄

芝 ・呉思 主編 『中国全員労働合 同制総 覧』,今 日中国 出版社,1993年,495頁 。

G3胡 述斌 「労働制度改革還没到痛処」F102,1991年11期,27頁 。夏積智他,

前掲論文,58-59頁 。

(1の 湖南工作機械r場(1991年11月29日),成 都 シームレス鋼管工場(1992年

1月21日),西 南製薬第 三1二場(1992年1月23日),雲 南工作機械工場(1992

年1月27日)で の筆 者 ヒア リング。

㈲ 夏積智 他,前 掲論 文,58頁 。

㈲ 張剣虹,呉 葉倫 「要解決労働就業 中的近親繁殖問題」F102,1991年2期,52

頁。 窟成 大 「談談近親就業的危害,成 因和対策」F102,1991年7期,38頁 。

qη 茅父 「内招憂思録」『工人 日報』1991年11月7日 。

㈹ 蒋学毛 「深化 用工制度改革 的戦略及対策」F102,1992年6期,41頁 。

⑲ 陳祖龍 「合同制工 人的苦悩」『工人 日報』1991年9月19日 。

⑳ 同上。

all当 初 は企業 レベルで は 「労働組合」 と称 して したが,労 働部労働科学研究所

スタ ッフは一部地方の企業視察を踏 まえて 「労働組織調整」 との呼 び名 を考 え
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る。後 に,国 務院 の指導 者が 「労働組 合」の前 に 「優 化」をつけて 「優化労働組

合」と呼んだ。また一部で は 「合理労働組合」その他 の名称 も主張 された とい う

(夏積智 『什慶 是全 員労働 合同制?』 紅旗 出版社,1993年,94-95頁)。

⑳ 夏積智,同 上書,95頁 。輩生勤 「浅 論優化労働組合 」F102,1990年1期,63

頁。

⑬ 夏積智,前 掲書,96-97頁 。

⑳ 『企業管理』1992年2期,13-15頁 。

⑳ 『1990中 国労働 工資統 計年鑑』 中国統 計出版社,1990年,348-349頁 。

⑳ 『中国労働統 計年 鑑1993』,中 国労働出版 社,1993年,419頁 。

⑳ 『中国通信』1993年2月24日,9頁 。

㈱ 『中国労働報』1993年12月14日 。

Q9)「 一 千万富余人 員螂裏 去?」 『人民 日報』1993年6月1日 。

po)燕 国明 「提高効率,縮 短工 時一 関於労働就業制度 改革 的思 考」『工人 日報』

1990年4月13日 。辛仁周 「解決国有企業富余人員問題的対策建議」『経 済理論

與経済管理』1994年1期,58頁 。

au銭 家駿,彰 紹仲 「関於国有企業減少冗員問題的調査研究」 『中国工業経 済研

究』1994年8期,20-21頁 。

働 「一千万富余人員 邨裏去?」 『人民 日報』1993年6月1日 。

⑬ 同上。

Gの 鐘朋栄,前 掲書,162-163頁 。

Gゆ 同上書,163頁 。

G㊦ 「南 昌市労働制度改革十年回顧」前掲 『南昌市労働 ・工資 ・社会保険三項制度

改革研究』,150頁 。

⑳ 『中国通信』1993年2月12日,2-3頁 。

劔 同上,3頁 。

⑳ 趙涌濤 「加深認識 把優化労 働組 合引向正軌 」『中国労 働報』1989年8月19日 。

㈲ 「推進優化労働組合要解決的問題」F102,1989年5期,18頁 。胡述斌,前 掲

論文,27頁 。

ω 辛仁周,前 掲論文,60頁,

吻 「優化組合:一 次不成熟的実践」『中国青年報』1989年4月4日 。

㈱ 同上。

㈲ 江登斌 「説 優化労働 組合行 為紐 曲的原 因及対策」『経 済理論 與経済 管理』,

1991年2期,69頁 。
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